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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　処置具及び特定部位の位置を検出し、検出した前記処置具及び前記特定部位の位置に基
づいて前記特定部位と前記処置具との間の距離に関する距離情報の取得処理を行う距離情
報取得部と、
　前記距離情報に基づいて、前記特定部位と前記処置具との間の近接度の取得処理を行う
近接度取得部と、
　前記特定部位の太さ情報である特定部位情報の取得処理を行う特定部位情報取得部と、
　前記近接度が閾値よりも大きい場合に前記処置具の切開能力を抑制する制御を行い、前
記特定部位が太いほど前記切開能力の抑制度合いを大きくする処置具制御部と、
　を含むことを特徴とする内視鏡装置。
【請求項２】
　請求項１において、
　前記特定部位は、血管であり、
　前記太さ情報は、前記血管の血管径であることを特徴とする内視鏡装置。
【請求項３】
　処置具及び特定部位の位置を検出し、検出した前記処置具及び前記特定部位の位置に基
づいて前記特定部位と前記処置具との間の距離に関する距離情報の取得処理を行う距離情
報取得部と、
　前記距離情報に基づいて、前記特定部位と前記処置具との間の近接度の取得処理を行う
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近接度取得部と、
　前記特定部位の種類を表す情報である特定部位情報の取得処理を行う特定部位情報取得
部と、
　前記特定部位が血管である場合には、前記近接度が閾値よりも大きい場合に、前記近接
度が大きくなるほど前記処置具の切開能力を低下させる制御を行い、前記特定部位が神経
である場合には、前記近接度が前記閾値よりも大きい場合に、前記切開能力を所定レベル
以下に設定する処置具制御部と、
　を含むことを特徴とする内視鏡装置。
【請求項４】
　処置具及び特定部位の位置を検出し、検出した前記処置具及び前記特定部位の位置に基
づいて前記特定部位と前記処置具との間の距離に関する距離情報の取得処理を行う距離情
報取得部と、
　前記距離情報に基づいて、前記特定部位と前記処置具との間の近接度の取得処理を行う
近接度取得部と、
　前記処置具の特性情報である処置具情報の取得処理を行う処置具情報取得部と、
　前記近接度が閾値よりも大きい場合に前記処置具の切開能力を抑制する制御を行い、前
記処置具情報に応じて前記閾値を変化させる処置具制御部と、
　を含むことを特徴とする内視鏡装置。
【請求項５】
　請求項４において、
　前記特定部位は、血管であり、
　前記処置具情報は、前記処置具の止血能力であり、
　前記処置具制御部は、
　前記止血能力が低いほど前記閾値を小さくすることを特徴とする内視鏡装置。
【請求項６】
　請求項４において、
　前記処置具情報は、前記処置具の種類を表す情報であり、
　前記処置具制御部は、
　前記処置具が電気メスである場合には、前記閾値を第１閾値に設定し、前記処置具が超
音波メスである場合には、前記閾値を前記第１閾値よりも小さい第２閾値に設定すること
を特徴とする内視鏡装置。
【請求項７】
　処置具及び特定部位の位置を検出し、検出した前記処置具及び前記特定部位の位置に基
づいて前記特定部位と前記処置具との間の距離に関する距離情報の取得処理を行う距離情
報取得部と、
　前記距離情報に基づいて、前記特定部位と前記処置具との間の近接度の取得処理を行う
近接度取得部と、
　前記近接度が閾値よりも大きい場合に前記処置具の切開能力を抑制する制御を行う処置
具制御部と、
　ユーザーからの入力があった場合及び、前記近接度が所定時間の間に所定量以上変化し
ない場合の少なくとも一方の場合に、前記処置具制御部による前記切開能力を抑制する制
御を解除する制御解除部と、
　を含むことを特徴とする内視鏡装置。
【請求項８】
　処置具及び特定部位の位置を検出し、検出した前記処置具及び前記特定部位の位置に基
づいて前記特定部位と前記処置具との間の距離に関する距離情報の取得処理を行い、
　前記距離情報に基づいて、前記特定部位と前記処置具との間の近接度の取得処理を行い
、
　前記特定部位の太さ情報である特定部位情報の取得処理を行い、
　前記近接度が閾値よりも大きい場合に前記処置具の切開能力を抑制する制御を行い、
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　前記特定部位が太いほど前記切開能力の抑制度合いを大きくすることを特徴とする内視
鏡装置の作動方法。
 
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、内視鏡装置及び内視鏡装置の作動方法等に関する。
【背景技術】
【０００２】
　手術において処置具が危険部位に近づいたことをユーザーに通知する手術支援システム
が知られている。例えば特許文献１には、手術中に処置具が接触してはならない危険部位
等の指定部位と処置具との相対的な位置関係を手術者に知らせることができる手術支援シ
ステムが公開されている。この手術支援システムでは、予め取得した生体組織の画像デー
タから生体組織のモデルを作成するモデル作成部と、処置具の先端と指定部位の離間距離
を求める離間距離演算部と、離間距離が所定の閾値以下である場合に接近状態であると判
断する判定部とを備え、手術中における生体組織及び処置具の位置データに基づいて、当
該処置具が生体組織内の指定部位に接近していることを知らせる。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００３】
【特許文献１】特開２００９－２３３２４０号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００４】
　さて、手術においては、術者の意図しない生体の特定部位を損傷させる危機を回避する
ことにより、安全性を向上させるという課題がある。上記の特許文献１では、処置の安全
性を向上させるために、処置具が危険部位に近づいたことをユーザーに通知している。し
かしながら、特許文献１には、例えば切開能力等の処置具の設定を制御する手法について
は記載されていない。
【０００５】
　本発明の幾つかの態様によれば、処置具の設定を制御することにより処置の安全性を向
上可能な内視鏡装置及び内視鏡装置の作動方法等を提供できる。
【課題を解決するための手段】
【０００６】
　本発明の一態様は、特定部位と処置具との間の距離に関する距離情報の取得処理を行う
距離情報取得部と、前記距離情報に基づいて、前記特定部位と前記処置具との間の近接度
の取得処理を行う近接度取得部と、前記近接度に基づいて、前記処置具の切開及び止血の
少なくとも一方に関する設定を制御する処置具制御部と、を含む内視鏡装置に関係する。
【０００７】
　本発明の一態様によれば、特定部位と処置具との間の距離に関する距離情報に基づいて
、特定部位と処置具との間の近接度が取得され、その近接度に基づいて、処置具の切開及
び止血の少なくとも一方に関する設定が制御される。このようにして処置具の設定を制御
することにより、処置の安全性を向上することが可能になる。
【０００８】
　また本発明の他の態様は、特定部位と処置具との間の距離に関する距離情報の取得処理
を行い、前記距離情報に基づいて、前記特定部位と前記処置具との間の近接度の取得処理
を行い、前記近接度に基づいて、前記処置具の切開及び止血の少なくとも一方に関する設
定を制御する内視鏡装置の作動方法に関係する。
【図面の簡単な説明】
【０００９】
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【図１】内視鏡装置の基本構成例。
【図２】第１実施形態における内視鏡装置の構成例。
【図３】距離情報と近接度を対応付けたルックアップテーブルの例。
【図４】第１実施形態における、近接度に応じた処置具の設定制御の例。
【図５】第２実施形態における内視鏡装置の構成例。
【図６】第２実施形態における、近接度に応じた処置具の設定制御の例。
【図７】第３実施形態における内視鏡装置の構成例。
【図８】第３実施形態における、近接度に応じた処置具の設定制御の例。
【図９】第４実施形態における内視鏡装置の構成例。
【図１０】第５実施形態における内視鏡装置の構成例。
【発明を実施するための形態】
【００１０】
　以下、本実施形態について説明する。なお、以下に説明する本実施形態は、特許請求の
範囲に記載された本発明の内容を不当に限定するものではない。また本実施形態で説明さ
れる構成の全てが、本発明の必須構成要件であるとは限らない。
【００１１】
　１．本実施形態の概要
　まず本実施形態の概要について説明する。内視鏡装置により手術を行う際、その手術領
域には損傷を避けるべき部位（例えば血管、神経、尿管等）が混在・近接する場合が多い
。ユーザー（医師、術者）は、このような特定部位を避けながら処置を行い、或は特定部
位を処置（例えば血管の止血・切断）する場合には望まない損傷（例えば出血）が起こら
ないように処置を行う。しかしながら、意図せず特定部位を損傷させてしまう可能性があ
り、そのような意図しない損傷により手術の安全性が低下するという課題がある。
【００１２】
　そこで図１に示すように、本実施形態の内視鏡装置は、距離情報取得部１２０と近接度
取得部１３０と処置具制御部１６０とを含む。距離情報取得部１２０は、特定部位と処置
具（手術器具）との間の距離に関する距離情報の取得処理を行う。近接度取得部１３０は
、距離情報に基づいて、特定部位と処置具との間の近接度の取得処理を行う。そして処置
具制御部１６０は、近接度に基づいて、処置具の切開及び止血の少なくとも一方に関する
設定を制御する。
【００１３】
　このようにすれば、生体の特定部位と処置具との近接度に基づいて処置具の設定（例え
ば、切開能力や止血能力に関する設定）を制御できるので、術者の意図しない生体の特定
部位を損傷させる危険性を低下できる。上述した特許文献１では、処置具が特定部位に近
接した場合にユーザーに警告する。しかしながら、近接した際に処置具の設定が変更され
ない場合、特定部位を傷付ける可能性が残る。この点、本実施形態では、処置具の設定を
制御できるため、更に安全性を向上することができる。
【００１４】
　より具体的には、図４等で後述するように、処置具制御部１６０は、処置具が特定部位
に近づいた場合（例えば近接度が閾値を超えた場合）に、処置具の切開能力を抑制する制
御又は処置具の止血性能を向上させる制御を行う。例えば、電気的高周波エネルギーを用
いた電気メスを処置具として用いる場合、電気メスへ供給する電気出力（電力）を抑制す
ることで切開能力（切断性能）を抑制する。
【００１５】
　このようにすれば、処置具が特定部位に近接したときに切開能力が抑制され、或は止血
能力が向上するので、誤って処置具を特定部位に近づけた場合であっても、特定部位を損
傷させる（或は、特定部位が血管の場合には出血させる）可能性を低下できる。
【００１６】
　ここで、特定部位とは、内視鏡装置の処置具により処置を行う領域において、危険な部
位或は注意すべき部位のことである。即ち、処置具（例えば電気メスや超音波メス等）に
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よって処置（例えば切開や止血等）を行っている際に、ユーザーが意図せず傷付けてしま
うと生体組織に危害が及ぶ可能性のある部位である。例えば、特定部位としては、血管や
神経、尿管等の線状又は管状の部位が想定される。
【００１７】
　また、近接度とは、処置具と特定部位の近さの度合いを表す指標であり、処置具と特定
部位の距離が小さいほど近接度は大きくなる。処置具が特定部位に近いほど特定部位を損
傷する可能性が増すことから、近接度は、そのような危険性を表す指標とも考えられる。
そのため、危険性に応じて距離情報と近接度の対応を変化させてもよい。例えば、特定部
位が血管である場合、危険性としては、血管を傷つけて出血させることが考えられる。出
血の可能性や出血量は、処置具の切開能力（処置具情報）や血管の太さ等の特性（特定部
位情報）によって変わるので、処置具の切開能力が高いほど或は血管が太いほど、同一距
離に対して近接度を大きくしてもよい。
【００１８】
　また、切開に関する設定とは、処置具を用いて生体組織を切開する際に処置具に対して
設定するものであり、例えば切開能力を決める設定値やパラメーター（例えば電気メスの
高周波出力や超音波メスの超音波出力）、或は切開を指示するモード設定（切開モード）
等である。同様に、止血に関する設定とは、処置具を用いて血管を止血する際に処置具に
対して設定するものであり、例えば止血能力を決める設定値やパラメーター、或は止血を
指示するモード設定（止血モード）等である。
【００１９】
　また、距離情報とは、特定部位と処置具との間の距離に関するものであればよく、処置
具から特定部位までの距離そのものでなくともよい。即ち、距離の基準点は処置具の先端
である必要はなく、任意に設定した所定位置であればよい。例えば、距離の基準点は、処
置具の根元や撮像部（スコープ）の先端等であってもよい。処置具は撮像部の先端から挿
入され、形状やサイズが決まっているため、処置具からの距離に代えて上記のような基準
点からの距離を用いることが可能である。また、距離の終点についても、処置具に最も近
い特定部位の位置に限定されない。例えば、処置具としてナイフを用いる場合、ナイフの
切開方向（刃先の延長線上）における特定部位の位置を距離の終点としてもよい。本実施
形態では、処置具が特定部位に及ぼす影響（例えば特定部位が血管である場合に、出血さ
せる可能性）を回避したいので、その処置具の影響を受ける特定部位の位置を距離の終点
とすればよい。
【００２０】
　２．第１実施形態
　次に、本実施形態の詳細な構成について説明する。本実施形態の内視鏡装置としては、
消化器（例えば食道や胃等の上部消化管や、或は大腸等の下部消化管）に挿入して診察・
処置を行う消化器内視鏡装置や、外科手術において手術部位（例えば脳や腹部、関節等）
に挿入することにより手術部位を撮影する外科内視鏡装置を想定できる。
【００２１】
　なお、以下では特定部位が血管である場合を例に説明するが、本実施形態はこれに限定
されない。即ち上述のように、特定部位は、内視鏡装置の処置具により処置を行う領域に
おいて、危険な部位或は注意すべき部位であればよい。
【００２２】
　図２に、第１実施形態における内視鏡装置の構成例を示す。この内視鏡装置は、撮像部
２００（スコープ部）、処置具２１０（手術器具）、プロセッサー部３００（画像プロセ
ッサー部）、表示部４００を含む。
【００２３】
　第１実施形態では、撮像画像から処置具２１０及び血管の位置を検出し、それらの間の
距離情報を求め、その距離情報に基づいて近接度を取得し、その近接度に基づいて処置具
２１０の設定を制御する。
【００２４】
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　具体的には、撮像部２００は、例えばＣＣＤやＣＭＯＳセンサー等に代表される撮像素
子を有する。撮像部２００は、その撮像素子により観察対象物（被写体）を撮像し、その
撮像した画像データをプロセッサー部３００へ出力する。
【００２５】
　プロセッサー部３００は、撮像画像に対する画像処理や、内視鏡装置の各部の制御を行
う。プロセッサー部３００は、画像取得部１１０、距離情報取得部１２０、近接度取得部
１３０、通知処理部１４０、画像処理部１５０、処置具制御部１６０を含む。
【００２６】
　画像取得部１１０は、撮像部２００から送信される撮像画像（画像データ）を受信し、
その撮像画像を画像処理部１５０と距離情報取得部１２０へ出力する。
【００２７】
　画像処理部１５０は、撮像画像に対して種々の画像処理を行い、処理後の画像を表示部
４００へ出力する。例えば、画像処理として、ホワイトバランス処理やガンマ補正処理、
強調処理、拡大・縮小処理、歪み補正処理、ノイズリダクション処理等を行う。
【００２８】
　距離情報取得部１２０は、撮像画像から血管構造を検出し、その血管の位置情報を取得
する。また撮像画像から処置具を検出し、その処置具の位置情報を取得する。そして、血
管及び処置具の位置情報から処置具から血管までの２次元距離（又は後述する３次元距離
）を求める。処置具は多くの場合、金属で構成されているため、それを利用して処置具を
検出する手法が考えられる。例えば、撮像画像を輝度画像に変換し、所定閾値以上の輝度
値を有する画素を検出し、その画素のまとまりを輪郭検出することによってグルーピング
し、所定の画素数以上のグループを処置具として検出する。血管についても同様に、血管
の無い部分との輝度の差等から検出する手法が考えられる。そして、検出した画素グルー
プの先端を処置具の先端とみなし、その先端から血管までの距離を算出する。なお、処置
具や血管の検出手法は上記に限定されず、例えば色差画像（ＣｒやＣｂ）等を用いて色の
特徴から処置具や血管を検出してもよい。
【００２９】
　近接度取得部１３０は、距離情報に基づいて、血管と処置具の近接度合を示す近接度を
算出し、その近接度を処置具制御部１６０に出力する。ここで近接度は、血管位置と処置
具の距離が接近するほど値が大きくなる。例えば、図３に示すように、近接度取得部１３
０はルックアップテーブルを記憶しており、そのルックアップテーブルを参照することに
より２次元距離Ｄを近接度に変換する。ここでＤ１＞Ｄ２＞Ｄ３＞Ｄ４である。或は、近
接度取得部１３０は、２次元距離Ｄを関連度に対応付ける関数により関連度を算出しても
よい。例えば所定係数をαとして、近接度はｆ（Ｄ）＝α／Ｄ等と表される。
【００３０】
　処置具制御部１６０は、近接度に応じて処置具２１０の設定を変化させる制御を行う。
具体的には、処置具２１０は、生体組織を切開する機能又は血管を止血する機能を有し、
電気出力（又は振動出力）に従って、その切開能力又は止血能力が調整される。例えば図
４に示すように、処置具制御部１６０は、近接度に対して電気出力（又は振動出力）の設
定値を変化させ、近接度が大きい場合に切開能力を抑制する。即ち、近接度が閾値Ｘより
も小さいときには、ユーザー設定により切開能力を自由に設定可能であり、近接度が閾値
Ｘよりも大きい場合には、近接度が大きくなるほど徐々に切開能力を減少させる制御を行
う。
【００３１】
　上記のような処置具２１０として、例えば、電気出力として高周波エネルギーを発生さ
せる処置具（例えば電気メスや、バイポーラ型デバイス等）を想定できる。或は、振動出
力として超音波の振動エネルギーを発生させる処置具（例えば超音波メス等）を想定でき
る。これらの処置具では、高周波エネルギーや振動エネルギーにより生体組織を過熱し、
その熱によって生体組織を変成させて切開又は止血を行う。例えば、切開を行う処置具は
、生体組織を変成により崩壊させるだけの高いエネルギーを出力する。止血を行う処置具
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は、生体組織を変成により凝固させる比較的低いエネルギーを出力する。また、切開と止
血を切り替える処置具では、出力エネルギーを切り替えることによって、切開モードと止
血モードを切り替える。
【００３２】
　なお、処置具２１０の制御手法は図４に限定されず、処置具２１０が特定部位に接近し
たときに特定部位の損傷可能性を低下させる制御であればよい。例えば、近接度が閾値Ｘ
を超えた場合に、止血性能を上げる制御を行い、意図しない出血を防ぐようにしてもよい
。或は、近接度が閾値Ｘを超えた場合に、切開モードから止血モードに切り替える制御を
行ってもよい。或は、特定部位が神経のような損傷が許されない部位である場合には、近
接度が閾値Ｘを超えた場合に出力をゼロ（広義には所定レベル以下）にする制御を行って
もよい。
【００３３】
　通知処理部１４０は、処置具制御部１６０による設定（設定値又はモード設定）に基づ
いて、ユーザーに対して処置具２１０の制御状態を示す通知を行う。制御状態としては、
例えば切開能力の抑制状態や、切開モード等のモード設定等が想定される。通知処理部１
４０は、制御状態を示す表示設定を画像処理部１５０へ出力し、画像処理部１５０は、撮
像画像に表示設定を重畳し、表示データとして表示部４００へ出力する。その結果、表示
部４００には、診断画像と共に処置具の制御状態が表示される。
【００３４】
　なお、制御状態の通知手法は画像表示に限定されず、例えば音や振動、ＬＥＤの点灯等
によって通知を行ってもよい。
【００３５】
　３．第１実施形態の変形例
　上述した第１実施形態では、種々の変形実施が可能である。以下に、その変形例につい
て説明する。
【００３６】
　第１実施形態では、距離情報として２次元距離を取得したが、距離情報として３次元距
離を取得してもよい。
【００３７】
　この第１変形例では、撮像部２００は、ステレオ画像を撮影可能なステレオ光学系を有
する。ステレオ光学系は、例えば視差を有する２つの撮像光学系を配置して構成される。
距離情報取得部１２０は、その視差を有するステレオ画像をマッチング処理して画像上の
各位置での奥行き方向の距離を算出する。そして、処置具と血管の２次元位置及び奥行き
方向の距離に基づいて、処置具と血管の３次元位置を検出し、その間の３次元距離を求め
る。近接度取得部１３０は、第１実施形態と同様にして３次元距離を関連度に変換する。
【００３８】
　なお、奥行き方向の距離を検出する手法は、上記のようなステレオ撮影に限定されない
。例えば、撮像部２００がオートフォーカスを行う光学系を有し、そのオートフォーカス
により処置具や血管にフォーカスが合ったときのレンズ位置から処置具や血管までの奥行
き方向の距離を推定してもよい。或は、撮像部２００の先端から照射する照明光が、被写
体が遠いほど暗くなることを利用して、画像の明るさから処置具や血管までの奥行き方向
の距離を推定してもよい。
【００３９】
　また第１実施形態では、撮像部２００で撮像した画像から処置具の位置を検出したが、
位置センサーの出力に基づいて処置具の位置を検出してもよい。
【００４０】
　この第２変形例では、位置センサーは処置具の位置を検出し、距離情報取得部１２０へ
出力する。距離情報取得部１２０は、その処置具の位置と画像から検出した血管の位置と
に基づいて処置具から血管までの距離情報を取得する。例えば、処置具２１０に磁気コイ
ルを組み込み、位置センサーが磁気コイルから発生する磁気をセンシングすることにより
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処置具の位置を検出する。
【００４１】
　また第１実施形態では、生体の特定部位の一例として血管の位置情報を取得したが、構
造を検出できれば神経や尿管等でも位置情報を取得可能である。
【００４２】
　この第３変形例では、例えば、近赤外蛍光プローブであるＩＣＧ（インド・シアニン・
グリーン）を生体に投与すると体内を循環し、その蛍光を観察することで画像として生体
の構造を認識することができる。これにより、例えば尿管の画像認識が可能となる。また
、神経においても所定の蛍光薬剤等の投与により、画像として構造を認識できる。
【００４３】
　また第１実施形態では、画像から処置具２１０の先端位置を検出したが、処置具２１０
にマーカーを付与して、画像認識によって、手術器具の位置を取得しても良い。
【００４４】
　この第４変形例では、処置具２１０の先端にマーカーを付し、距離情報取得部１２０が
そのマーカーを検出することにより処置具２１０の位置を検出する。或は、処置具２１０
の先端以外の部分（例えばナイフの柄の部分等）にマーカーを付してもよい。この場合、
距離情報取得部１２０は、処置具２１０の長さや幅等の物理情報に基づいてマーカーから
ナイフの先端までの距離を取得し、その距離からナイフの先端の位置を推定する。
【００４５】
　以上の実施形態によれば、処置具制御部１６０は、近接度が閾値よりも大きい場合に処
置具２１０の切開能力を抑制する制御を行う。
【００４６】
　このようにすれば、処置具２１０を特定部位に所定以上近づけたときに切開能力が抑制
されるので、ユーザーが誤って手術領域内の特定部位を損傷させてしまうような危機を、
回避し、手術の安全性を高めることができる。
【００４７】
　ここで、切開能力とは、処置具２１０が生体を切開する能力を表す情報であり、例えば
ユーザーの指示又は処置具制御部１６０の制御により処置具２１０から電気出力（又は振
動出力）を出力したときに、生体が切開される範囲（例えば長さ、深さ等）である。
【００４８】
　また本実施形態では、通知処理部１４０は、処置具制御部１６０による制御状態をユー
ザーに通知する処理を行う。より具体的には、近接度が閾値よりも大きい場合に処置具２
１０の切開能力を抑制する制御を処置具制御部１６０が行う場合に、通知処理部１４０は
、切開能力が抑制されている旨をユーザーに通知する処理を行う。
【００４９】
　このようにすれば、ユーザーが処置具２１０の制御状態を知ることができるので、その
制御状態に応じた適切な操作を行うことが可能となる。即ち、制御状態を通知することに
よりユーザーに対して注意を促し、ユーザーが知らないうちに制御状態が変更されること
がなくなるので、処置の安全性を確保できる。
【００５０】
　さて、上述した特許文献１の手法では、例えばＭＲＩ等を用いて予め生体組織の画像デ
ータを取得しておく必要があり、また、手術を行う際には処置具の位置データを検出する
ために位置検出装置が必要な構成となっている。そのため、装置が大がかりであるという
課題がある。
【００５１】
　この点、本実施形態では、画像取得部１１０は、撮像部２００により撮像された、特定
部位及び処置具２１０の像を含む撮像画像を取得する。そして、距離情報取得部１２０は
、撮像画像から処置具２１０及び特定部位の位置を検出し、その検出した処置具２１０及
び特定部位の位置に基づいて処置具２１０から特定部位までの距離情報を取得する。
【００５２】



(9) JP 6265630 B2 2018.1.24

10

20

30

40

50

　このようにすれば、処置具２１０が特定部位に接近していることを撮像画像からリアル
タイムに検出し、ユーザーに関連度として通知することができるので、事前に特定部位の
画像データを取得しておく必要がない。また、事前に特定部位の画像データを取得するた
めの装置や、撮像画像以外から処置具２１０の位置を検出する装置やセンサー（例えば超
音波画像装置やＭＲＩやＧＰＳ送受信装置）が不要となるため、装置をコンパクトに構成
できる。
【００５３】
　ここで、画像から処置具２１０を検出する場合、例えばナイフ等を用いて処置を行って
いる際にはナイフの先端が生体内に隠れて撮像されない可能性がある。例えばナイフで生
体を切開したとき等にはナイフの先端が生体内に隠れ、画像でナイフの先端を認識できな
い場合がある。
【００５４】
　この点、本実施形態では、処置具２１０の柄等にマーカーを付すことにより、先端が隠
れている場合であっても処置具２１０の先端位置を推定できるので、正確な近接度を求め
ることが可能となる。
【００５５】
　４．第２実施形態
　図５に、第２実施形態における内視鏡装置の構成例を示す。この内視鏡装置は、撮像部
２００、処置具２１０、プロセッサー部３００、表示部４００を含む。プロセッサー部３
００は、画像取得部１１０、距離情報取得部１２０、近接度取得部１３０、通知処理部１
４０、画像処理部１５０、処置具制御部１６０、特定部位情報取得部１８０を含む。なお
、上述の実施形態で説明した構成要素と同一の構成要素については同一の符号を付し、適
宜説明を省略する。
【００５６】
　第２実施形態では、特定部位の特性情報である特定部位情報及び処置具２１０と特定部
位の近接度に基づいて、処置具２１０の設定を制御する。
【００５７】
　具体的には、特定部位情報取得部１８０は、画像取得部１１０が取得した撮像画像から
血管の境界を検出し、その検出結果に基づいて血管径（血管の幅）を特定部位情報として
取得する。血管の断面は一般的に円形と考えられることから、画像上での血管の幅を血管
径とする。なお、撮像画像から血管を画像認識する処理は、距離情報取得部１２０と特定
部位情報取得部１８０で共通化してもよいし、別個に行ってもよい。
【００５８】
　処置具制御部１６０は、血管径と近接度に基づいて処置具２１０の設定を制御する。図
６に、その制御の例を示す。ＶＤ１は、血管径が所定の径より小さい場合における近接度
と電気出力（又は振動出力）の関係を示し、ＶＤ２は、血管径が所定の径より大きい場合
における近接度と電気出力（又は振動出力）の関係を示す。処置具制御部１６０は、近接
度が閾値Ｘよりも大きい場合に、処置具２１０の切開能力を抑制する制御を行うが、血管
径が所定の径より大きい場合（ＶＤ２）には、誤って血管を切断した際の出血リスクが大
きいと判断し、即座に抑制を行う。一方、血管径が所定の径より小さい場合（ＶＤ１）に
は、血管を切断した際の出血リスクが小さいと判断し、即座に抑制は実施しない。即ち、
血管径が大きい方が、近接度の増加に対してより速く切開能力を低下させる。
【００５９】
　以上の実施形態によれば、特定部位情報取得部１８０は、特定部位の特性情報である特
定部位情報を取得する。そして、処置具制御部１６０は、近接度と特定部位情報に基づい
て、処置具２１０の切開及び止血の少なくとも一方に関する設定を制御する。
【００６０】
　このようにすれば、特定部位の特性に応じて処置具２１０の制御を適切に行うことが可
能となる。即ち、近接度に対してどのように処置具２１０の設定を制御するかを、特定部
位の特性ごとに変更することが可能となる。
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【００６１】
　なお、以上の実施形態では、特定部位情報として血管径（血管の太さ）を取得する場合
を例に説明したが、本実施形態はこれに限定されない。即ち、特定部位の特性情報とは、
処置の対象部に存在する特定部位が有する特性に対応した情報であればよい。例えば、特
定部位が血管である場合には、血管の種類（例えば動脈や静脈、末梢血管）や、血管の太
さ、血管が存在する部位（例えば下部消化管、上部消化管等）、血管が存在する組織（例
えば粘膜や脂肪、筋肉）等を表す情報が想定される。
【００６２】
　また本実施形態では、特定部位情報は、特定部位の太さ情報である。処置具制御部１６
０は、近接度が閾値Ｘよりも大きい場合に処置具２１０の切開能力を抑制する制御を行い
、特定部位が太いほど切開能力の抑制度合いを大きくする。より具体的には、特定部位は
、血管であり、太さ情報は、血管の血管径である。
【００６３】
　このようにすれば、近接する血管の太さの違いによって、最適な切除及び止血の少なく
とも一方に関する制御を実施することができる。即ち、血管を損傷したときに血管が太い
ほど出血のリスクが増すので、そのようなリスクの高い血管ほど処置具２１０の切開能力
を速く抑制することで、安全性を向上できる。また、出血のリスクの少ない細い血管では
、切開能力の抑制を少なくすることで、不用意に処置に要する時間を増加させないように
できる。
【００６４】
　ここで、切開能力とは、処置具２１０が生体組織を切開する能力を表す情報であり、例
えばユーザーの指示によりナイフに電流を流した（又は電圧を印加した）ときに、生体が
切開される範囲（例えば長さ、深さ等）である。
【００６５】
　また本実施形態では、特定部位情報は、特定部位の種類を表す情報である。そして、処
置具制御部１６０は、特定部位が血管である場合には、近接度が閾値Ｘよりも大きい場合
に、近接度が大きくなるほど切開能力を低下させる制御を行い、特定部位が神経である場
合には、近接度が閾値Ｘよりも大きい場合に、切開能力を所定レベル以下に設定する。
【００６６】
　このようにすれば、近接する特定部位の種類の違いによって、最適な切除及び止血の少
なくとも一方に関する制御を実施することができる。即ち、損傷した場合に非常にリスク
が高い神経のような部位の場合には、切開能力を所定レベル以下（例えばゼロ）に設定す
ることで、損傷のリスクをできるだけ低下させることができる。
【００６７】
　５．第３実施形態
　図７に、第３実施形態における内視鏡装置の構成例を示す。この内視鏡装置は、撮像部
２００、処置具２１０、プロセッサー部３００、表示部４００を含む。プロセッサー部３
００は、画像取得部１１０、距離情報取得部１２０、近接度取得部１３０、通知処理部１
４０、画像処理部１５０、処置具制御部１６０、処置具情報取得部１７０、特定部位情報
取得部１８０、メモリー２３０を含む。なお、上述の実施形態で説明した構成要素と同一
の構成要素については同一の符号を付し、適宜説明を省略する。
【００６８】
　第３実施形態では、処置具２１０の特性情報である処置具情報及び処置具２１０と特定
部位の近接度に基づいて、処置具２１０の設定を制御する。
【００６９】
　メモリー２３０には、例えば処置具２１０の型番のパラメーター（ＩＤ情報）が記憶さ
れている。或は、メモリー２３０には、処置具２１０の用途や使用部位、サイズ、形状等
の情報が記憶されていてもよい。
【００７０】
　処置具情報取得部１７０は、メモリー２３０から読み出した上記の情報に基づいて、処
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置具２１０の止血能力を処置具情報として取得する。例えば、メモリー２３０から読み出
す情報と切開能力を対応付けたルックアップテーブルを記憶しておき、そのルックアップ
テーブルを参照して止血能力を取得する。或は、メモリー２３０から読み出す情報を引数
として関数により止血性能を取得してもよい。
【００７１】
　処置具制御部１６０は、止血性能と近接度に基づいて処置具２１０の設定を制御する。
図８に、その制御の例を示す。ＨＣ１は、止血性能が高い場合における近接度と電気出力
（又は振動出力）の関係を示し、ＨＣ２は、止血性能が小さい場合における近接度と電気
出力（又は振動出力）の関係を示す。処置具制御部１６０は、処置具２１０の止血能力が
高い場合（ＨＣ１）には、近接度が第１閾値Ｘ１より大きい場合に、処置具２１０の切開
能力を抑制する制御を行う。一方、処置具２１０の止血能力が低い場合（ＨＣ２）には、
近接度が第２閾値Ｘ２（Ｘ２＜Ｘ１）の場合に、処置具２１０の切開能力を抑制する制御
を行う。例えば、超音波メスは電気メス（高周波メス）に比べて、切開性能は高いが、止
血性能が低い特性を持ち、一方、電気メスは超音波メスに比べて、切開性能は低いが、止
血性能が高い特性を持つ。即ち、電気メスを用いる場合の閾値は、超音波メスを用いる場
合の閾値よりも大きくする。
【００７２】
　６．第３実施形態の変形例
　上述した第３実施形態では、種々の変形実施が可能である。以下に、その変形例につい
て説明する。
【００７３】
　第３実施形態では、血管径に基づく処置具２１０の制御と、止血性能に基づく処置具２
１０の制御とを別個に行う場合について説明したが、それらを組み合わせて処置具２１０
を制御してもよい。例えば、血管径が閾値Ｘよりも大きい場合であっても、止血性能が高
い処置具２１０を用いる際には、切開能力の抑制を実施しない制御方法、などが考えられ
る。
【００７４】
　また第３実施形態では、メモリー２３０から読み出した情報に基づいて止血性能を取得
する場合を例に説明したが、例えば、ユーザーからの設定情報に基づいて止血性能を取得
してもよい。例えば、止血能力を切り替え可能な処置具２１０の場合、ユーザーが切り替
えた止血能力を処置具情報として取得することが考えられる。
【００７５】
　また第３実施形態では、メモリー２３０がプロセッサー部３００に設けられる場合を例
に説明したが、例えば、メモリー２３０は処置具２１０又は撮像部２００に設けられても
よい。この場合、その処置具２１０又は撮像部２００に設けられたメモリー２３０から処
置具情報取得部１７０が処置具２１０のパラメーターを読み出す。
【００７６】
　以上の実施形態によれば、処置具情報取得部１７０は、処置具２１０の特性情報である
処置具情報を取得する。そして、処置具制御部１６０は、近接度と処置具情報に基づいて
、処置具２１０の切開及び止血の少なくとも一方に関する設定を制御する。
【００７７】
　このようにすれば、処置具２１０の特性に応じて処置具２１０の制御を適切に行うこと
が可能となる。即ち、近接度に対してどのように処置具２１０の設定を制御するかを、処
置具２１０の特性ごとに変更することが可能となる。
【００７８】
　なお、以上の実施形態では、処置具情報が止血能力である場合を例に説明したが、本実
施形態はこれに限定されない。即ち、処置具２１０の特性情報とは、処置具２１０が有す
る特性に対応した情報であればよい。例えば、処置具２１０がナイフである場合、その切
開能力に対応する情報として、ナイフに流す電流値やナイフに印加する電圧値、ナイフの
材質、刃の形状、刃のサイズ、設定した処置モード（例えば止血モードや切開モード）等
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が想定される。或は、処置具２１０を用いる部位（例えば下部消化管、上部消化管等）の
情報や、処置具２１０の種類や用途を表す情報、処置具２１０に対応付けられたＩＤ情報
等であってもよい。
【００７９】
　また本実施形態では、処置具制御部１６０は、近接度が閾値（Ｘ１、Ｘ２）よりも大き
い場合に処置具２１０の切開能力を抑制する制御を行い、処置具情報に応じて閾値を変化
させる。より具体的には、特定部位は、血管であり、処置具情報は、処置具２１０の止血
能力である。そして、処置具制御部１６０は、止血能力が低いほど閾値を小さくする（Ｘ
１＞Ｘ２）。
【００８０】
　このようにすれば、止血能力の違いによって、最適な切除及び止血の少なくとも一方に
関する制御を実施することができる。即ち、止血能力が低いほど止血に要する時間が長い
可能性があるため、そのようなリスクの高い処置具２１０ほど、特定部位から離れたとこ
ろから切開能力を抑制することで、安全性を向上できる。また、止血に要する時間が短い
止血能力の高い処置具２１０では、より特定部位に近づいたところで切開能力を抑制する
ことで、不用意に処置に要する時間を増加させないようにできる。
【００８１】
　ここで、止血能力とは、処置具２１０が血管を止血する能力を表す情報である。例えば
止血用の処置具２１０として、血管を挟み込んで高周波や超音波により組織を加熱・凝固
することで止血を行うデバイスが考えられる。このようなデバイスでは、止血能力は、例
えば血管を凝固させる範囲（例えば幅）や時間、止血できる血管の太さ、止血の確実性等
である。
【００８２】
　また本実施形態では、処置具情報は、処置具２１０の種類を表す情報である。そして、
処置具制御部１６０は、処置具２１０が電気メスである場合には、閾値を第１閾値Ｘ１に
設定し、処置具２１０が超音波メスである場合には、閾値を第１閾値Ｘ１よりも小さい第
２閾値Ｘ２に設定する。
【００８３】
　このようにすれば、処置具２１０の種類の違いによって、最適な切除及び止血の少なく
とも一方に関する制御を実施することができる。即ち、止血能力が比較的低い超音波メス
の場合には、より特定部位から遠いところから切開能力を抑制することで、損傷のリスク
を低下させることができる。
【００８４】
　７．第４実施形態
　図９に、第４実施形態における内視鏡装置の構成例を示す。この内視鏡装置は、撮像部
２００、処置具２１０、プロセッサー部３００、表示部４００を含む。プロセッサー部３
００は、画像取得部１１０、距離情報取得部１２０、近接度取得部１３０、通知処理部１
４０、画像処理部１５０、処置具制御部１６０、制御解除部１６５、処置具情報取得部１
７０、特定部位情報取得部１８０、メモリー２３０を含む。なお、上述の実施形態で説明
した構成要素と同一の構成要素については同一の符号を付し、適宜説明を省略する。
【００８５】
　第４実施形態では、所定の条件を満たした場合に、近接度に応じた処置具２１０の制御
を解除する。
【００８６】
　具体的には、制御解除部１６５は、ユーザーからの入力及び時間経過の少なくとも一方
に基づいて、処置具制御部１６０による制御を解除する。上述のように処置具制御部１６
０は、近接度が閾値よりも大きい場合に処置具２１０の切開能力を抑制する制御を行う。
制御解除部１６５は、ユーザーからの入力があった場合及び、近接度が所定時間の間に所
定量以上変化しない場合の少なくとも一方の場合に、切開能力を抑制する制御を解除する
。
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【００８７】
　より具体的には、制御解除部１６５は、近接度が所定量変化しない場合に内部のタイマ
ーを起動し、所定時間が経過すると、処置具制御部１６０に解除信号を出力する。また、
制御解除部１６５は、図示しない術者から解除指示が設定された場合に解除信号を出力す
る。処置具制御部１６０は、制御解除部１６５からの解除信号が入力されると、処置具２
１０の切開能力の抑制を解除する。
【００８８】
　さて、処置具２１０が特定部位に近づくと切開能力が抑制されて切開できなくなるが、
そのときユーザーが処置具２１０を遠ざけた場合には、ユーザーは特定部位を処置する意
思がないと考えられる。一方、切開能力が抑制されても処置具２１０を移動させない場合
には、ユーザーは特定部位を処置する意思があると考えられる。この場合、切開能力の抑
制を解除しないと特定部位を処置できず、処置に無駄な時間がかかってしまう。
【００８９】
　この点、第４実施形態によれば、ユーザーからの入力及び時間経過の少なくとも一方に
よって切開能力の抑制（広義には近接度に応じた処置具２１０の制御）を解除できる。こ
れにより、切開能力の抑制により処置の安全性を向上させると共に、抑制解除により不用
意に処置に要する時間を増加することがない。
【００９０】
　８．第５実施形態
　図１０に、第５実施形態における内視鏡装置の構成例を示す。この内視鏡装置は、撮像
部２００、処置具２１０、プロセッサー部３００、表示部４００、光源部５００を含む。
プロセッサー部３００は、画像取得部１１０、距離情報取得部１２０、近接度取得部１３
０、通知処理部１４０、画像処理部１５０、処置具制御部１６０、光源制御部１９０を含
む。なお上述の実施形態で説明した構成要素と同一の構成要素については同一の符号を付
し、適宜説明を省略する。
【００９１】
　第５実施形態では、深部血管を撮像することが可能な特殊光による撮像画像を取得し、
その撮像画像から深部血管を検出し、その深部血管の被写体からの深さ（深度）を用いて
処置具から深部血管までの距離情報を取得する。
【００９２】
　具体的には、光源部５００は、白色の波長帯域を有する通常光（白色光）と、特定の波
長帯域を有する特殊光とを照明光として発生する。例えば、光源部５００は、通常光を発
生する光源と特殊光を透過するフィルターとを有し、そのフィルターを光路に挿入してい
ない場合には通常光を出射し、フィルターを光路に挿入している場合には特殊光を出射す
る。或は、光源部５００は、通常光を発生する光源と特殊光を発生する光源とを有し、そ
れらの光源を切り替えて通常光と特殊光を出射してもよい。
【００９３】
　光源制御部１９０は、光源部５００を制御するものであり、通常光と特殊光を切り替え
て照明光として出射させる制御を行う。通常光と特殊光の切り替えは、例えばユーザーか
らの指示に基づいて行われてもよいし、或は自動的に交互に切り替えて照射されてもよい
。
【００９４】
　特定の波長帯域は、白色の波長帯域（例えば３８０ｎｍ～６５０ｎｍ）よりも狭い帯域
であり（NBI: Narrow Band Imaging）、血液中のヘモグロビンに吸収される波長の波長帯
域である。より具体的には、ヘモグロビンに吸収される波長は、３９０ｎｍ～４４５ｎｍ
（Ｂ２成分、第１の狭帯域光）、または５３０ｎｍ～５５０ｎｍ（Ｇ２成分、第２の狭帯
域光）である。なお、３９０ｎｍ～４４５ｎｍや５３０ｎｍ～５５０ｎｍの波長帯域は、
ヘモグロビンに吸収されるという特性及び、それぞれ生体の表層部または深部まで到達す
るという特性から得られた数字である。即ち、これらの波長帯域に限定されず、例えばヘ
モグロビンによる吸収と生体の表層部又は深部への到達に関する実験結果等の変動要因に
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も考えられる。
【００９５】
　撮像部２００は、例えば通常のＲＧＢ撮像素子により特殊光を撮像する。そして、画像
取得部１１０は、撮像部２００から入力される画像のＢ成分（即ちＢ２成分）と、撮像部
２００から入力される画像のＧ成分（即ちＧ２成分）とを、それぞれ特殊光画像として取
得する。特殊光のＢ２成分とＧ２成分は、生体表面より深い部分に存在する深部血管を撮
影することができるため、特殊光画像にはＢ２成分による深部血管とＧ２成分による深部
血管が写っている。Ｂ２成分とＧ２成分で到達できる生体表面からの深さが異なっている
ため、Ｂ２、Ｇ２成分による深部血管の深さは異なっている。
【００９６】
　距離情報取得部１２０は、Ｂ２成分の画像とＧ２成分の画像から血管を検出する。各成
分で写る血管の深さは予め分かっているため、その深さを血管の奥行き方向の距離情報と
して取得する。そして、画像平面上での処置具及び血管の位置と、Ｂ２、Ｇ２成分での血
管の深さとに基づいて、処置具から血管までの３次元距離を算出する。近接度取得部１３
０は、その３次元距離を第１実施形態と同様の手法で近接度に変換する。
【００９７】
　なお本実施形態では、次のような特殊光画像を取得してもよい。即ち、画像取得部１１
０は、撮像部２００から入力される画像のＧ成分（即ちＧ２成分）をＲチャンネルに入力
し、撮像部２００から入力される画像のＢ成分（即ちＢ２成分）をＧ、Ｂチャンネルに入
力することにより、特殊光画像を取得してもよい。このような特殊光画像により、扁平上
皮癌等の通常光では視認が難しい病変などを褐色等で表示することが可能となり、病変部
の見落としを抑止することができる。
【００９８】
　以上、本発明を適用した実施形態およびその変形例について説明したが、本発明は、各
実施形態やその変形例そのままに限定されるものではなく、実施段階では、発明の要旨を
逸脱しない範囲内で構成要素を変形して具体化することができる。また、上記した各実施
形態や変形例に開示されている複数の構成要素を適宜組み合わせることによって、種々の
発明を形成することができる。例えば、各実施形態や変形例に記載した全構成要素からい
くつかの構成要素を削除してもよい。さらに、異なる実施の形態や変形例で説明した構成
要素を適宜組み合わせてもよい。このように、発明の主旨を逸脱しない範囲内において種
々の変形や応用が可能である。また、明細書又は図面において、少なくとも一度、より広
義または同義な異なる用語と共に記載された用語は、明細書又は図面のいかなる箇所にお
いても、その異なる用語に置き換えることができる。
【符号の説明】
【００９９】
１１０　画像取得部、１２０　距離情報取得部、１３０　近接度取得部、
１４０　通知処理部、１５０　画像処理部、１６０　処置具制御部、
１６５　制御解除部、１７０　処置具情報取得部、１８０　特定部位情報取得部、
１９０　光源制御部、２００　撮像部、２１０　処置具、２３０　メモリー、
３００　プロセッサー部、４００　表示部、５００　光源部、
Ｘ　閾値、Ｘ１　第１閾値、Ｘ２　第２閾値
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